
第３回栃木県カスタマーハラスメント
防止対策有識者会議が開催されました！

令和７年11月13日、第３回栃木県カスタマーハラスメ
ント防止対策有識者会議が開催され、雇用環境・均等室長
が出席しました。
県からカスタマーハラスメント防止対策の素案や指針の

考え方について説明があり、活発な意見が交わされました。
委員の方からの質問に対し室長は、カスタマーハラスメ

ント対策が義務化される改正労働施策総合推進法を踏まえ
た説明を行いました。
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